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高齢者の住まい

P47
P48
P48養護老人ホーム
P48軽費老人ホーム（ケアハウス）
P49有料老人ホーム
P50サービス付き高齢者向け住宅

市営住宅
シルバーハウジング（市営住宅）

生活や仕事などの相談窓口

P51
P51
P51ひきこもりに関する相談

生活困窮者自立支援事業
ユニバーサル就労

判断能力が不十分な人の生活をささえる

大型ごみの戸別収集

P44
P44

日常生活自立支援事業
成年後見制度

認知症の人と家族をささえる

P45
P45
P45認知症サポーター養成講座
P46認知症に関するパンフレット
P46認知症等で行方不明になる

おそれがある方への支援

認知症 SOS 相談窓口
人と人とが交流できる場所（認知症カフェ）

障害がある人の福祉サービス

P47

P47

身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳
自立支援医療（精神通院医療）

P41
P42

P42
P43
P43

P43
P43

P40
P40
P40

P40
P41
P41

P42
P42

で、低栄養かつ見守りが必要な人

（生活環境や、身体状況に応じて）
１食380円

TEL 55-2741

①②⑤は のべ作業時間
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市内に住所を有し、在宅において生活する人のうち、次の２つの条件を満たす人。
①家族等の協力が得られず、家具や家電製品等の大型ごみを集積所へ搬出することが困
難である人
②70歳以上の高齢者、または、65歳以上70歳未満で要介護度 1～5の認定を受けた高齢者
のみで構成される世帯の人
※同一敷地・隣接地に65歳未満の親族が住んでいる場合や、65歳以上70歳未満の要介　
護度 1～5の認定がない親族が住んでいる場合はご利用できません。
一辺が50センチメートル以上ある家具や家電製品等の大型ごみをご自宅まで収集に行き
ます。申請書に必要事項をご記入の上、申し込み先までご提出ください。
同一年度内 1回（5品目10点以内）
無料
玄関先等の運び出ししやすい場所までの屋内移動は申請者等で行ってください。
在宅生活を継続する上で排出されるごみが対象となります。利用者が入所中または入院
中の場合やごみが日常生活の実態のない居宅から排出される場合は対象となりません。
『家電リサイクル法』の対象である「テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン」
は市では収集していません。販売店等に相談した上で、引取を依頼してください。
事業活動で使用していたもの、引越しや改修工事に伴い排出されるものは対象となりま
せん。
申請後、収集担当者が申請者等へ連絡し、収集日の調整を行います。収集日は、原則と
して水曜日です。
搬出に危険な作業が伴い、収集が困難となるケース等、状況に応じてお断りする場合が
あります。
高齢者支援課　TEL 55-2741

■対　　　象

■内　　　容

■利 用 回 数
■利　用　料
■注 意 事 項

■申し込み先

（メーター運賃）の

介助に関する料金を別途支払う必要がありますのでご注意下さい。
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次の 2つの条件を全て満たす人
①65歳以上の要介護認定 3以上の要介護者と在宅で同居生活をしている人（ただし、要介
護 2で介護認定調査時の主治医意見書において『認知症高齢者の日常生活自立度』がⅡ
以上の要介護者と在宅で同居生活をしていれば、①の条件は満たしたとみなします。）
②本申請日の属する月前6か月間（以下「対象期間」という。）に、通算14日間以上ショー
トステイを利用していないこと。
助成券を年度に 10 枚配布。（1枚につき 1,300 円分で、1回の施術につき 3枚まで利用可。
超えた分は自己負担）
要介護者が②の対象期間中に、病院又は診療所に継続して2週間以上入院した場合は対象
外になります。申請後に上記の②の条件を満たすか照会をするため、助成券の送付まで
2ヶ月以上かかることから、申請期間は当該年度の4月1日から12月31日までとなります。
助成券の交付後に①の条件を満たさなくなった場合は助成券をご返却ください。
高齢者支援課　TEL 55-2741

をし、生計を同じくする同居者。

利用者の実費負担
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、常時

介護保険課　TEL 55-2765

　障害者手帳の交付を受けていなくても、所得税や住民税を算定する際に、所得の額から障害者控除額
を差し引くことができます。

65歳以上の人で、認知症や寝たきりなど日常生活に支障があると認められる人
申請に基づいて（特別）障害者控除対象者認定書を交付します。確定申告等で所得控除に
使用します。
※既に身体障害者手帳などの交付を受け、障害者控除の対象となっているが、その後要
　介護状態となり、重度と認められる場合は「特別障害者控除対象者認定書」の交付対象
　になることがあります。

■対　　　象
■利　用　料

■注 意 事 項
■問い合わせ

高齢者みまもりサービス

　①火災報知器（熱感知式）②ガス漏れ報知器③緊急連絡ボタン（携帯式ペンダント型付き）を貸与し、
24時間のみまもり、相談対応を行います。
令和８年７月より、固定電話がない人でも携帯電話があれば本サービスを利用できるようになる予定です。

65歳以上の高齢者を含む世帯
固定電話がある人：ひとり暮らし世帯、またはひとり暮らし高齢者に準ずる世帯で、市
県民税非課税である場合は無料、市県民税課税である場合は１か月1,210円。以上に該当
しない場合は1か月 2,420円。 ※通信料は自己負担
※固定電話がない人は利用料が異なる場合がありますので､下記の電話番号へお問い合わ
　せください。
申請には、緊急連絡先となる人の氏名・電話番号が必要です。
高齢者支援課　TEL 55-2741

　難聴のある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。　
■対　　　象

■注 意 事 項
■問い合わせ

難聴高齢者補聴器購入費用助成事業

①市内に住所を有し、市内に居住する65歳以上の高齢者
②耳鼻科医等にて聴力レベルが 40dB 以上 70dB 未満の加齢性難聴のため、補聴器の装用
が必要と診断された人

③介護保険料の滞納がない人
④聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない人
⑤介護予防教室等への参加及び装用前後でアンケートにご協力いただける人
本事業は令和８年７月からの開始を予定しています。
高齢者支援課　TEL 55-2741
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不動産の管理、税金や公共料金、医療費などの支払いなど

　認知症高齢者、知的・精神障害者等のうち判断能力に不安のある人が地域において自立した生活がで
きるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や金銭管理を支援します。

保護

　判断能力が不十分な人は、財産管理（不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など）
や身上保護（介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など）など
の法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合があります。
　また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害
にあう恐れもあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し支援するのが
成年後見制度です。

判断能力が不十分な人の生活をささえる

認知症や知的・精神障害等により、日常生活を営む上で必要な福祉サービスや金銭管理
を自分の判断で適切に利用することが難しい人
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認知症の人と家族をささえる

●認知症カフェとは、認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉などの専門家
　など誰でも気軽に集える場所です。
●「認知症について知りたい」「認知症の相談をしたい」「同じような経験をしている
　仲間と出会いたい」等、地域とのつながりの場として、気楽な気持ちで一度訪れ
　てみましょう。
●認知症カフェの最新情報は市のホームページをご覧ください。

　「認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する人（認知症サポーター）」を増や
すことにより、“認知症になっても安心して暮らせるまち”を地域住民の手でつくっていくことを目的として
います。「キャラバン・メイト」と呼ばれる講師が、認知症の基礎知識や具体的な接し方などについて説明
します。１名からでも受講できる定期開催（毎月第3土曜日）と10名以上で開催する出前講座があります。

《お問合せ : 高齢者支援課　TEL 0545-55-2951》

■対　　　象　認知症について学びたいとお考えの人
　　　　　　　※出前講座は10名以上でお申し込みください。
■問い合わせ　高齢者支援課　TEL55-2951

富士市　認知症カフェ

相 談 窓 口 住 　 所 電話番号

富士市高齢者地域包括支援センター

各地域包括支援センター

富士保健所
※精神保健総合相談
　精神保健福祉士又は保健師による相談 : 随時
　精神科医による相談 : 月 1回 ( 要電話予約 )

富士市永田町1-100

巻末参照

富士市本市場441-1
（県富士総合庁舎）

55-2951

巻末参照

65-2155

090-
8552-9503

0120-
123-921
（フリーダイヤル）

054-
252-9881

富士市天間1585

富士市本市場432-1
フィランセ東館3階
（福祉団体活動室）

静岡市葵区駿府町1-70
静岡県総合社会福祉会館
シズウェル4階

鷹岡病院：月～金曜　9時～16時
※祝日、年末年始を除く

認知症の人と家族の会
静岡県支部「すぎなの会」
相談日：月・木・土・日曜　10時～15時
※毎月第3日曜日、祝日、年末年始を除く

相談日 : 月 · 水 · 金曜　9時～16時
※祝日、年末年始を除く

高齢者地域支援窓口 · 居宅介護支援事業所（巻末参照）

行　政

認知症
疾患医療センター

認知症
コールセンター

静岡県
若年性認知症
相談窓口

介護の相談

認知症SOS相談窓口

人と人とが交流できる場所（認知症カフェ）

認知症サポーター養成講座
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見　本

●富士市認知症ケアパス「認知症の人と家族のみちしるべ」
　“認知症かもしれない”と思った時や認知症と診断を受けた時に、ど
　こに相談すればいいか、どのような制度が利用できるか等の情報をま
　とめたものです。
●認知症ケアパス概要版「認知症について知りたいあなたへ」
　認知症ケアパスの中の相談窓口をまとめたパンフレットです。
●別冊「日常生活圏域 社会資源マップ」
　身近な地域ごとの、さまざまな社会支援をまとめています。

　認知症の方を在宅で介護しているご家族を対象として、行方が分からなくなった時に GPS を利用して
ご本人の現在地を確認する機器を貸与します。

■対　象　在宅で認知症の方を介護している人
■利用料　申請者（家族等）世帯と認知症ご本人世帯が
　　　　　・市民税課税世帯は実費負担（ただし初期費用は助成します）
　　　　　・市民税非課税世帯は初期費用、月額基本料は無料（電話料金、現場急行料金等利用者負担あり）
■問い合わせ　高齢者支援課　TEL55-2951

■配布場所　各地域包括支援センターや高齢者支援課などで配布しています。

徘徊高齢者探索事業「GPS貸与」

　認知症等により、判断力や記憶力が低下し、道に迷ったり、自分の家が分からなくなってしまうことが
あります。万が一、行方不明になった時に備えて、事前に、名前・住所・連絡先・写真等を登録し、早期の発見、
保護、早期の身元確認につなげる事業です。登録された情報は警察署、地域包括支援センター等と共有され、
家族等への連絡がスムーズになります。

■問い合わせ　高齢者支援課　TEL55-2951

安心おかえり事業「事前登録受付」

　安心おかえり事業事前登録をされた方のうち、希望する方には、QR コードがついた安心おかえリシー
ルを交付しています。行方不明時に発見者がシールの QR コードを読み取ると、対象者の日頃の呼び名
や対応時の注意点等が表示され、自動的に読み取られたことの通知が家族に届き、インターネット上の伝
言板で、発見者と家族が伝言板を通して、やり取りができます。
※読み取った方及びアドレスを登録された方の個人情報は相手に表示されません。

■問い合わせ　高齢者支援課　TEL55-2951

安心おかえり事業「安心おかえりシール交付」

認知症に関するパンフレット

認知症等で行方不明になるおそれがある方への支援
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7
8

（富士市庁舎 5階南側）

空室が出ましたら、公募による申込後、抽選によって入居者を決定します。
世帯全員の所得や部屋の大きさに応じて家賃が決まります。そのほかに、所得に応じ
て生活援助員派遣に係る負担金（月額 0～ 4,900 円）がかかります。

施 設 名 所 在 地 管理戸数
市 営 住 宅 駿 河 台 団 地
市 営 住 宅 上 堀 団 地

〒417-0001 富士市今泉 2282-2
〒416-0909 富士市松岡 2400-11

30 戸
30 戸

23

自己負担

2,175

住宅供給公社

混　合　型

シルバーハウジング（市営住宅）

（富士市庁舎 5階南側）

入居申込みの可能性を
簡単に判定します！

市営住宅
収入要件シミュレーター



48

7
8

（富士市庁舎 5階南側）

空室が出ましたら、公募による申込後、抽選によって入居者を決定します。
世帯全員の所得や部屋の大きさに応じて家賃が決まります。そのほかに、所得に応じ
て生活援助員派遣に係る負担金（月額 0～ 4,900 円）がかかります。

施 設 名 所 在 地 管理戸数
市 営 住 宅 駿 河 台 団 地
市 営 住 宅 上 堀 団 地

〒417-0001 富士市今泉 2282-2
〒416-0909 富士市松岡 2400-11

30 戸
30 戸

23

自己負担

2,175

住宅供給公社

混　合　型

シルバーハウジング（市営住宅）

（富士市庁舎 5階南側）

入居申込みの可能性を
簡単に判定します！

市営住宅
収入要件シミュレーター



49

35あやめの郷　富士今泉

サービス付き高齢者向け住宅菁和ホーム

富士市今泉 1958-1 55-3780

711

〒417-0001

25

26

52

30

10

34
30
12
52
40
15
27
40
8

30-6913

67-2201

73-0033

アクアホーム富士厚原
メディケアレジデンス富士松岡
有料老人ホーム　花嵐
医心館　富士
アクアホーム富士 片宿
ふじみ住宅型有料老人ホーム
メディホス静岡富士
メディケアレジデンス富士広見公園
有料老人ホームさくらの花

富士市厚原 2118-3
富士市松岡 609-1
富士市松岡 703-1
富士市中島字竪堀北82-1
富士市厚原 476-7
富士市柚木 398-5
富士市森島 133-1
富士市伝法 17-19
富士市三ツ沢 248-1

32-9611
62-2355
30-8705
67-1657
67-6333
67-6544
67-7350
67-3100
21-8700

〒417-0045
〒419-0201
〒416-0922
〒419-0201
〒417-0862
〒417-0801
〒417-0854
〒416-0923
〒417-0056
〒416-0945
〒417-0061
〒416-0955
〒416-0949
〒419-0202
〒421-3303
〒417-0061
〒416-0955
〒419-0202
〒416-0946
〒416-0954
〒419-0201
〒419-0201
〒417-0001
〒416-0923
〒416-0954
〒419-0201
〒416-0909
〒416-0909
〒416-0907
〒419-0201
〒416-0908
〒416-0948
〒417-0061
〒417-0855

富士市五貫島 1011-1

介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型

93

711
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35あやめの郷　富士今泉

サービス付き高齢者向け住宅菁和ホーム

富士市今泉 1958-1 55-3780

711

〒417-0001

25

26

52

30

10

34
30
12
52
40
15
27
40
8

30-6913

67-2201

73-0033

アクアホーム富士厚原
メディケアレジデンス富士松岡
有料老人ホーム　花嵐
医心館　富士
アクアホーム富士 片宿
ふじみ住宅型有料老人ホーム
メディホス静岡富士
メディケアレジデンス富士広見公園
有料老人ホームさくらの花

富士市厚原 2118-3
富士市松岡 609-1
富士市松岡 703-1
富士市中島字竪堀北82-1
富士市厚原 476-7
富士市柚木 398-5
富士市森島 133-1
富士市伝法 17-19
富士市三ツ沢 248-1

32-9611
62-2355
30-8705
67-1657
67-6333
67-6544
67-7350
67-3100
21-8700

〒417-0045
〒419-0201
〒416-0922
〒419-0201
〒417-0862
〒417-0801
〒417-0854
〒416-0923
〒417-0056
〒416-0945
〒417-0061
〒416-0955
〒416-0949
〒419-0202
〒421-3303
〒417-0061
〒416-0955
〒419-0202
〒416-0946
〒416-0954
〒419-0201
〒419-0201
〒417-0001
〒416-0923
〒416-0954
〒419-0201
〒416-0909
〒416-0909
〒416-0907
〒419-0201
〒416-0908
〒416-0948
〒417-0061
〒417-0855

富士市五貫島 1011-1

介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
介護付
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型
住宅型

93

711
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介護保険事業者一覧

施設名等、本冊子に掲載している施設情報は、令和８年１月時点です。
最新の情報は、施設に直接ご確認ください。

生活や仕事などの相談窓口

生活のことでお困りの方（生活困窮者自立支援事業）

生活のことや仕事のこと、一人で悩まずにご相談ください

　失業や離職などによる生活困窮や債務、家計管理など、生活におけるあらゆる相談に応じます。
　相談窓口では、その方の生活状況等を丁寧に伺い、課題を解決するための方法を一緒に考えて
いきます。
※必要に応じて、他の相談支援機関にお繋ぎする場合や、連携することがあります。

仕事のことでお困りの方（ユニバーサル就労）

■動画もご覧ください

■問い合わせ

　高齢、病気、育児・介護中などにより働き方に配慮が必要、働ける時間に制約があるなど、様々
な働きづらさを抱える方に対して、それぞれの働きづらさに応じたオーダーメイドの就労支援を
行います。
　雇用だけではなく、職場見学や就労体験などの受入をしている企業（協力企業）も多数あります。

ひきこもりに関する相談

　ひきこもりに関する相談も受け付けています。
　ご希望に応じて自宅訪問もいたしますので、お気軽にご相談ください。
　また、ご自宅とは別に、自分の時間を過ごすことができる「居場所」もご用意しています。

富士市ユニバーサル就労支援センター　TEL 64-6969
富士市本市場 432-1　富士市フィランセ東館1階
WEBサイト　https://f-uw.com
メール　f-uw@aurora.ocn.ne.jp　　　




